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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上方に、半導体膜と、前記半導体膜に近接するゲートと、前記半導体膜と前記ゲ
ートとの間にゲート絶縁膜とを有する画素トランジスタと、前記基板と前記画素トランジ
スタとの間に複数の保持容量と、を有し、
　前記複数の保持容量は、前記基板に対して垂線方向に並んでおり、
　前記複数の保持容量は、前記基板の上方に第１の保持容量と、前記第１の保持容量の上
方に第２の保持容量とを有し、
　前記第１の保持容量は、前記基板の上方に第１の配線と、前記第１の配線の上方に第１
の誘電体と、前記第１の誘電体の上方に第２の配線とを有し、
　前記第２の保持容量は、前記第２の配線と、前記第２の配線の上方に第２の誘電体と、
前記第２の誘電体の上方に第３の配線とを有することを特徴とするアクティブマトリクス
型表示装置。
【請求項２】
　基板の上方に第１の配線と、
　前記第１の配線の上方に第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上方に第２の配線と、
　前記第２の配線の上方に第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜の上方に第３の配線と、
　前記第３の配線の上方に第３の絶縁膜と、
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　前記第３の絶縁膜の上方に、半導体膜と、
　前記半導体膜に近接するゲートと、
　前記半導体膜と前記ゲートとの間にゲート絶縁膜とを有する画素トランジスタと、
　前記基板と前記画素トランジスタとの間に複数の保持容量と、を有し、
　前記複数の保持容量は、前記基板に対して垂線方向に並んでいることを特徴とするアク
ティブマトリクス型表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記半導体膜は、前記第２の配線と電気的に接続されていることを特徴とするアクティ
ブマトリクス型表示装置
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第３の配線は、前記第１の配線と電気的に接続されていることを特徴とするアクテ
ィブマトリクス型表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の配線、前記第２の配線または前記第３の配線には、遮光性を有する材料が用
いられることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の配線、前記第２の配線および前記第３の配線には、タンタル、チタン、モリ
ブデン、タングステン、クロム、シリコンから選ばれた元素、または前記元素を組み合わ
せた合金膜が用いられることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記アクティブマトリクス型表示装置は、アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置である
ことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、
　前記アクティブマトリクス型表示装置を表示部に用いたことを特徴とする電気器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）をスイッチング素子に用いたアクテ
ィブマトリクス型表示装置に係り、特に前記表示装置の各画素における保持容量の構造に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
アクティブマトリクス型表示装置の一つとして、ＴＦＴ駆動方式の液晶表示装置が知られ
ている。このＴＦＴ駆動方式の液晶表示装置は、ガラス等の透明基板上に形成されたＴＦ
Ｔにより１画素ごとに液晶への印加を制御するため、画像が鮮明であり、ＯＡ機器やＴＶ
等に広く用いられている。また、文字や図形をより鮮明に表示するため、１画素のサイズ
を小さくして、いわゆる精細度を高くすることが要求されている。
【０００３】
図１に、ＴＦＴ駆動方式の液晶表示装置の１画素の等価回路図を示す。ゲート信号線１０
０とソース信号線１０１との交差部にＴＦＴ１０２が配置され、このＴＦＴ１０２の負荷
として液晶容量１０３と並列に保持容量１０４が接続されている。このため、ゲート信号
線１００の信号に応じてＴＦＴ１０２がＯＮ状態になると、ソース信号線１０１の電位は
画素電極部１０５に書き込まれ、液晶容量１０３と保持容量１０４とに電荷が蓄積される
。また、ＴＦＴ１０２がＯＦＦ状態になると、液晶容量１０３に蓄積された電荷は保持さ
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れるが、保持容量１０４を並列に配置することにより、保持特性を向上することができる
。
【０００４】
また、保持容量１０４は、ＴＦＴ１０２の動作時に生じる表示電極電圧のシフトを抑制す
る作用がある。即ち、ゲート信号線１００とソース信号線１０１との重なり合う部分にお
いて、ＴＦＴ１０２のＯＮ／ＯＦＦに従って寄生容量１０７の変化が生じる。そのため、
保持容量１０４を並列に配置し全容量を増大させることにより、寄生容量１０７による直
流成分の画素電極部１０５の電位への影響を緩和している。
【０００５】
このような利点があることから、保持容量１０４はＴＦＴ駆動方式の液晶表示装置の画素
に必須の回路要素となっている。
【０００６】
図２は、従来の保持容量の一例を示す図である。ガラス基板２００上に形成された活性層
２０１およびゲート配線と同一膜で形成された容量配線２０３を電極として、その間に挟
まれるように形成されたゲート絶縁膜と同一膜である誘電体２０２によって、保持容量を
形成している。これは、ゲート絶縁膜を誘電体２０２として用いることにより、膜厚が薄
くても非常に信頼性の高い良質の保持容量を形成することができるという利点がある。
【０００７】
しかしながら、保持容量は、スイッチング素子となるＴＦＴのチャネル幅とチャネル長と
の比率及び寄生容量等により１画素当たりに必要な値が決まり、誘電体の単位面積当たり
の容量値から容量素子の面積が決定される。従って、実質的には必要な容量値に応じて、
誘電体２０２の面積を制御することで必要な容量値を満たしている。
【０００８】
従来技術では通常、保持容量は画素ＴＦＴ領域の外部、即ち表示領域に形成されていた。
このため、容量値の十分な確保のために容量素子が占める面積が画素部で増大し、画素の
開口率の減少、光透過率の低下及びコントラストの低下を引き起こし、鮮明な画面表示が
できなくなるという問題があった。特に、高精細度の表示装置を実現しようとすると、こ
の欠点が顕著になる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の第１の課題は、アクティブマトリクス型表示装置において、高解像度化に伴い１
画素あたりの面積が縮小しても、十分な保持容量を確保できる容量素子構造を得ることに
ある。
【００１０】
また、本発明の第２の課題は、アクティブマトリクス型表示装置において、開口率を低下
させることなく、各画素の表示保持特性を向上することにある。
【００１１】
また、本発明の第３の課題は、アクティブマトリクス型表示装置において、信頼性の高い
容量素子の構造を得ることにある。
【００１２】
そして、上記第１の課題、第２の課題及び第３の課題を全て解決することにより、高開口
率でなおかつ保持容量の十分な表示装置を作製することを課題とする。
【００１３】
さらに、ＴＦＴを同一基板上に集積化した表示装置（代表的には液晶表示装置または発光
装置）のスループットおよび信頼性の向上を課題とする。また、同時に、本発明を用いて
表示装置を作製することによって、その表示装置を用いた電気器具の信頼性をも向上する
ことを課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記第１の課題を解決するためには、まず開口率に影響する表示領域には容量素子を形成
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しないことが必要である。そこで本発明者は、容量素子を画素ＴＦＴ領域に形成すること
を考えた。さらに、画素ＴＦＴ領域の面積を増大させることなく十分な保持容量を得るに
は、図３に示すように容量素子を画素ＴＦＴ領域の下方に配置することによって課題を解
決できる。
【００１５】
また第２の課題を解決するためには、上記第１の要件を満たすと共に、保持容量を１つ以
上設ければよい。図４は、画素ＴＦＴ領域の下方に第一配線３０１、第二配線３０３およ
び第三配線３１４を用いた２つの保持容量を設けた例である。これにより、高解像度化に
伴い各画素の面積が縮小しても、十分な面積を確保できるため、良好な保持特性を得るこ
とができる。
【００１６】
また、第３の課題を解決するためには、上記第１の要件及び第２の要件を満たすと共に、
容量素子が画素ＴＦＴ領域の下方に配置されることが必要である。下方に配置されること
により、誘電体には膜質向上のための十分な熱処理を行えるため信頼性の高い膜が得られ
る。
【００１７】
また、この容量配線は遮光性を有する材質を用いることにより、光の入射による活性層（
半導体膜）の劣化を低減することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明による、保持容量を画素ＴＦＴ領域の下方に配置する構造を実施した表示装置（液
晶表示装置あるいは発光装置等）の作製プロセスについて図を用いて説明していく。
【００１９】
【実施例】
［実施例１］
本発明の実施例について図５～図７を用いて説明する。ここでは、アクティブマトリクス
基板の作製方法、特に画素部を作製する方法について説明する。画素部は、画素に設けら
れたＴＦＴである画素ＴＦＴ領域と、ＴＦＴ領域を含まない表示領域とからなる。
【００２０】
図５（Ａ）において、基板５００には、ガラス基板や石英基板を使用することができる。
その他にもシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したもの
を基板としても良い。耐熱性が許せばプラスチック基板を用いることも可能である。そし
て、後に画素ＴＦＴ領域が形成される領域に、第一容量配線５０１として２００ｎｍ厚の
タンタル膜を島状に形成する。
【００２１】
次に、第一容量配線５０１上に誘電体５０２を形成する。本実施例では、誘電体５０２と
して１００～２００ｎｍの厚さの窒化酸化珪素膜を用いる。また誘電体としては、珪素を
含む酸化膜または窒化膜を用いることもできる。さらに、誘電体５０２上に第二容量配線
５０３として、２００ｎｍ厚のタンタル膜を島状に形成する（図５（Ｂ））。
【００２２】
なお、第一容量配線および第二容量配線としては、タンタル膜以外にも、タンタル（Ｔａ
）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、シリ
コン（Ｓｉ）から選ばれた元素、または前記元素を組み合わせた合金膜（代表的にはＭｏ
－Ｗ合金、Ｍｏ－Ｔａ合金）を用いることができる。
【００２３】
また、本発明の容量素子は、画素ＴＦＴ領域５２７の下方にあるため、外的ダメージによ
る欠陥を最小限に抑制できる。ここで外的ダメージによる欠陥とは、例えば、スペーサの
局部的圧力によるクラック等をいう。
【００２４】
次に、前記形成した容量配線５０１、５０３および誘電体５０２からなる容量素子と上方
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に形成されるＴＦＴとを絶縁するための絶縁膜５０４として、酸化珪素膜を５００～９０
０ｎｍの厚さに形成する（図５（Ｃ））。連続して、絶縁膜５０４の上に２０～１００ｎ
ｍの厚さの、非晶質半導体膜（本実施例では非晶質珪素膜（アモルファスシリコン膜））
５０５を公知の成膜法で形成する。なお、非晶質半導体膜としては、非晶質珪素膜以外に
も、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質の化合物半導体膜を用いることもできる。
【００２５】
そして、特開平７－１３０６５２号公報（ＵＳＰ５，６４３，８２６号に対応）に記載さ
れた技術に従って結晶構造を含む半導体膜（本実施例では結晶質珪素膜）５０６を形成す
る。同公報記載の技術は、非晶質珪素膜の結晶化に際して、結晶化を助長する触媒元素（
ニッケル、コバルト、ゲルマニウム、錫、鉛、パラジウム、鉄、銅から選ばれた一種また
は複数の元素、代表的にはニッケル）を用いる結晶化手段である。
【００２６】
具体的には、非晶質珪素膜表面に触媒元素を保持させた状態で加熱処理を行い、非晶質珪
素膜を結晶質珪素膜に変化させるものである。本実施例では同公報の実施例１に記載され
た技術を用いるが、実施例２に記載された技術を用いてもよい。なお、結晶質珪素膜には
いわゆる単結晶珪素膜も多結晶珪素膜も含まれるが、本実施例で形成される結晶質珪素膜
は結晶粒界を有する珪素膜である。
【００２７】
非晶質珪素膜は含有水素量にもよるが、好ましくは４００～５５０℃で数時間加熱して脱
水素処理を行い、含有水素量を５ａｔｏｍ％以下として結晶化の工程を行うことが望まし
い。また、非晶質珪素膜をスパッタ法や蒸着法などの他の作製法で形成しても良いが、膜
中に含まれる酸素、窒素、などの不純物元素を十分に低減させておくことが望ましい。
【００２８】
次に、非晶質珪素膜５０５に対して公知の技術を使って結晶質珪素膜（ポリシリコン膜又
は多結晶珪素膜）５０６を形成する（図５（Ｅ））。本実施例では、非晶質珪素膜５０５
に対してレーザーから発する光（レーザー光）を照射して結晶質珪素膜５０６を形成した
。レーザーとしては、パルス発振型または連続発振型のエキシマレーザーを用いれば良い
が、連続発振型のアルゴンレーザーでも良い。またはＮｄ：ＹＡＧレーザーもしくはＮｄ
：ＹＶＯ４レーザーの第２高調波、第３高調波または第４高調波を用いても良い。さらに
、レーザー光のビーム形状は線状（長方形状も含む）であっても矩形状であっても構わな
い。
【００２９】
また、レーザー光の代わりにランプから発する光（ランプ光）を照射（以下、ランプアニ
ールという）しても良い。ランプ光としては、ハロゲンランプ、赤外ランプ等から発する
ランプ光を用いることができる。
【００３０】
なお、このようにレーザー光またはランプ光により熱処理（アニール）を施す工程を光ア
ニール工程という。光アニール工程は短時間で高温熱処理が行えるため、ガラス基板等の
耐熱性の低い基板を用いる場合にも効果的な熱処理工程を高いスループットで行うことが
できる。勿論、目的はアニールであるので電熱炉を用いたファーネスアニール（熱アニー
ルともいう）で代用することもできる。
【００３１】
本実施例では、パルス発振型エキシマレーザー光を線状に加工してレーザーアニール工程
を行う。レーザーアニール条件は、励起ガスとしてＸｅＣｌガスを用い、処理温度を室温
、パルス発振周波数を３０Ｈｚとし、レーザーエネルギー密度を２５０～５００ｍＪ／ｃ
ｍ２（代表的には３５０～４００ｍＪ／ｃｍ２）とする。
【００３２】
上記条件で行われるレーザーアニール工程は、熱結晶化後に残存した非晶質領域を完全に
結晶化すると共に、既に結晶化された結晶質領域の欠陥等を低減する効果を有する。その
ため、本工程は光アニールにより半導体膜の結晶性を改善する工程、または半導体膜の結
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晶化を助長する工程と呼ぶこともできる。このような効果はランプアニールの条件を最適
化することによっても得ることが可能である。
【００３３】
次に、結晶質珪素膜５０６上に後の不純物添加時のために保護膜５０７を形成する。保護
膜５０７は１００～２００ｎｍ（好ましくは１３０～１７０ｎｍ）の厚さの窒化酸化珪素
膜または酸化珪素膜を用いる。この保護膜５０７は不純物添加時に結晶質珪素膜５０６が
直接プラズマに曝されないようにするためと、微妙な濃度制御を可能にするための意味が
ある。
【００３４】
続いて、保護膜５０７を介してｐ型を付与する不純物元素（以下、ｐ型不純物元素という
）を添加する。ｐ型不純物元素としては、代表的には周期表の１３族に属する元素、典型
的にはボロンまたはガリウムを用いることができる。この工程（チャネルドープ工程とい
う）はＴＦＴのしきい値電圧を制御するための工程である。なお、ここではジボラン（Ｂ
２Ｈ６）を質量分離しないでプラズマ励起したイオンドープ法でボロンを添加した。勿論
、質量分離を行うイオンインプランテーション法を用いても良い。
【００３５】
この工程により１×１０１５～１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３（代表的には５×１０１
６～５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）の濃度でｐ型不純物元素（本実施例ではボロン）
を含む不純物領域５０８を形成する。なお、本明細書中では少なくとも上記濃度範囲でｐ
型不純物元素を含む不純物領域をｐ型不純物領域（ｂ）と定義する。（図５（Ｆ））
【００３６】
次に、保護膜５０７を除去した後、結晶質珪素膜の不要な部分を除去して、島状の半導体
膜（以下、活性層という）５０９を形成する。（図５（Ｇ））
【００３７】
次に、活性層５０９を覆ってゲート絶縁膜５１０を形成した。ゲート絶縁膜５１０は、１
０～２００ｎｍ、好ましくは５０～１５０ｎｍの厚さに形成すれば良い。本実施例では、
プラズマＣＶＤ法でＮ２ＯとＳｉＨ４を原料とした窒化酸化珪素膜を１１５ｎｍの厚さに
形成する。（図６（Ａ））
【００３８】
次に、ゲート配線５１１として、図示しないが厚さ５０ｎｍの窒化タングステン（ＷＮ）
と厚さ３５０ｎｍのタンタル（Ｔａ）との２層の積層膜を形成する（図６（Ｂ））。ゲー
ト配線は単層の導電膜で形成してもよいが、必要に応じて２層、３層といった積層膜とす
ることが好ましい。
【００３９】
また、本実施例では図６（Ｂ）に示すように、ダブルゲートとしている。ゲートのリーク
対策としてマルチゲート方式を採用することは有効であり、さらに画素ＴＦＴ領域の面積
が十分に確保できるため、とくに本発明における容量素子の配置には適合した構造である
といえる。
【００４０】
なお、ゲート配線としては、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、
タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、シリコン（Ｓｉ）から選ばれた元素、または前記
元素を組み合わせた合金膜（代表的にはＭｏ－Ｗ合金、Ｍｏ－Ｔａ合金）を用いることが
できる。
【００４１】
次に、ゲート配線５１１をマスクとして自己整合的にｎ型不純物元素（本実施例ではリン
）を添加する。こうして形成された不純物領域５１２には前述のチャネルドープ工程で添
加されたボロン濃度よりも５～１０倍高い濃度（代表的には１×１０１６～５×１０１８
ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、典型的には３×１０１７～３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）でリ
ンが添加されるように調節する。なお、本明細書中では上記濃度範囲でｎ型不純物元素を
含む不純物領域をｎ型不純物領域（ｃ）と定義する。（図６（Ｃ））
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【００４２】
なお、前述のｐ型不純物領域（ｂ）５０８には既にチャネルドープ工程で１×１０１５～
１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３の濃度のボロンが添加されているが、この工程ではｐ型
不純物領域（ｂ）５０８に含まれるボロンの５～１０倍の濃度でリンが添加されるので、
この場合もボロンはｐ型不純物領域（ｂ）の機能には影響を与えないと考えて良い。
【００４３】
次に、ゲート配線５１１をマスクとして自己整合的にゲート絶縁膜５１３をエッチングす
る。エッチングはドライエッチング法を用い、エッチングガスとしてはＣＨＦ３ガスを用
いる。但し、エッチングガスはこれに限定する必要はない。こうしてゲート配線下にゲー
ト絶縁膜５１３が形成される。（図６（Ｄ））
【００４４】
このように活性層を露呈させることによって、次に不純物元素の添加工程を行う際に加速
電圧を低くすることができる。また、必要なドーズ量が少なくて済むのでスループットが
向上する。勿論、ゲート絶縁膜をエッチングしないで残し、スルードーピングによって不
純物領域を形成しても良い。
【００４５】
次に、ゲート配線を覆う形でレジストマスク５１４を形成し、ｎ型不純物元素（本実施例
ではリン）を添加して高濃度にリンを含む不純物領域５１５を形成する。ここでも、フォ
スフィン（ＰＨ３）を用いたイオンドープ法（勿論、イオンインプランテーション法でも
良い）で行い、この領域のリンの濃度は１×１０２０～１×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３
（代表的には２×１０２０～５×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）とする。（図６（Ｅ））
【００４６】
なお、本明細書中では上記濃度範囲でｎ型不純物元素を含む不純物領域をｎ型不純物領域
（ａ）と定義する。また、不純物領域５１５が形成された領域には既に前工程で添加され
たリンまたはボロンが含まれるが、十分に高い濃度でリンが添加されることになるので、
前工程で添加されたリンまたはボロンの影響は考えなくて良い。従って、本明細書中では
不純物領域５１５はｎ型不純物領域（ａ）と言い換えても構わない。
【００４７】
次に、レジストマスク５１４を除去した後、第１層間絶縁膜５１７を形成する。第１層間
絶縁膜５１７としては、珪素を含む絶縁膜、具体的には窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸
化珪素膜またはそれらを組み合わせた積層膜で形成すれば良い。また、膜厚は６００ｎｍ
～１．５μｍとすれば良い。本実施例では、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ４、Ｎ２Ｏ、ＮＨ
３を原料ガスとし、１μｍ厚の窒化酸化珪素膜（但し窒素濃度が２５～５０ａｔｏｍｉｃ
％）を用いる。
【００４８】
その後、それぞれの濃度で添加されたｎ型またはｐ型不純物元素を活性化するために熱処
理工程を行う。この工程はファーネスアニール法、レーザーアニール法、またはラピッド
サーマルアニール法（ＲＴＡ法）で行うことができる。ここではファーネスアニール法で
活性化工程を行う。加熱処理は、窒素雰囲気中において３００～６５０℃、好ましくは４
００～５５０℃、ここでは５５０℃、４時間の熱処理を行う（図６（Ｆ））。
【００４９】
この時、本実施例において非晶質珪素膜の結晶化に用いた触媒元素（本実施例ではニッケ
ル）が、矢印で示す方向に移動して、前述の図６（Ｅ）の工程で形成された高濃度にリン
を含む領域５１５に捕獲（ゲッタリング）される。これはリンによる金属元素のゲッタリ
ング効果に起因する現象であり、この結果、後のチャネル形成領域５１６は前記触媒元素
の濃度が１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以下）となる。
【００５０】
また逆に触媒元素のゲッタリングサイトとなった領域（図６（Ｅ）の工程で形成された不
純物領域５１５）は高濃度に触媒元素が偏析して５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上（
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代表的には１×１０１９～５×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）の濃度で存在するようにな
る。
【００５１】
さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱処
理を行い、活性層を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素により半導
体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水
素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【００５２】
その後、第一容量配線５０１、ＴＦＴのソース領域及びドレイン領域に達するスルーホー
ル５１８～５２０を形成し（図７（Ａ））、ソース配線５２１とドレイン配線５２２を形
成する（図７（Ｂ））。本実施例では、ドレイン配線５２２が容量配線５０１、ドレイン
領域および画素電極と導通をとるための配線として形成される構造であるがこの限りでは
なく、実施例３で異なる構造の一つを示す。また、図示していないが、本実施例ではこの
配線を、Ｔｉ膜を１００ｎｍ、Ｔｉを含むアルミニウム膜３００ｎｍ、Ｔｉ膜１５０ｎｍ
をスパッタ法で連続して形成した３層構造の積層膜とする。
【００５３】
次に、パッシベーション膜５２３として、窒化珪素膜、酸化珪素膜、または窒化酸化珪素
膜で５０～５００ｎｍ（代表的には２００～３００ｎｍ）の厚さで形成する。この時、本
実施例では膜の形成に先立ってＨ２、ＮＨ３等水素を含むガスを用いてプラズマ処理を行
い、成膜後に熱処理を行う。この前処理により励起された水素が第１層間絶縁膜中に供給
される。この状態で熱処理を行うことで、パッシベーション膜５２３の膜質を改善すると
ともに、第１層間絶縁膜中に添加された水素が下方側に拡散するため、効果的に活性層を
水素化することができる。（図７（Ｃ））
【００５４】
また、パッシベーション膜５２３を形成した後に、さらに水素化工程を行っても良い。例
えば、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱処理
を行うと良く、あるいはプラズマ水素化法を用いても同様の効果が得られる。なお、ここ
で後に画素電極とドレイン配線を接続するためのスルーホールを形成する位置において、
パッシベーション膜５２３に開口部を形成しておいても良い。
【００５５】
その後、有機樹脂からなる第２層間絶縁膜５２４を約１μｍの厚さに形成する。有機樹脂
としては、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、ＢＣＢ（ベンゾシク
ロブテン）等を使用することができる。有機樹脂膜を用いることの利点は、成膜方法が簡
単である点や、比誘電率が低いので、寄生容量を低減できる点、平坦性に優れる点などが
上げられる。なお上述した以外の有機樹脂膜や有機系ＳｉＯ化合物などを用いることもで
きる。ここでは、基板に塗布後、熱重合するタイプのポリイミドを用い、３００℃で焼成
して形成する。
【００５６】
次に、第２層間絶縁膜５２４及びパッシベーション膜５２３にドレイン配線５２２に達す
るスルーホールを形成し、画素電極５２６を形成する。画素電極５２６は、透過型液晶表
示装置とする場合には透明導電膜を用い、反射型の液晶表示装置とする場合には金属膜を
用いれば良い。ここでは透過型の液晶表示装置とするために、酸化インジウムと酸化スズ
との化合物からなる酸化物導電膜（ＩＴＯ膜）を１１０ｎｍの厚さにスパッタ法で形成す
る。
【００５７】
こうして画素部には、表示部５２８の面積即ち開口率を低下させることなく、ｎチャネル
型ＴＦＴでなる画素ＴＦＴ領域５２７が形成され、十分な保持容量を得ることができる。
また、この容量配線には、遮光性を有する材質を用いることによって、光の入射による活
性層の劣化を低減できる。（図７（Ｄ））なお、図１５のＡ－Ａ’が図７（Ｄ）のＡ－Ａ
’に対応する。
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【００５８】
［実施例２］
本実例では、実施例１で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリクス
型液晶表示装置を作製する工程を説明する。図８に示すように、図７（Ｄ）の状態の基板
に対し、配向膜８０１を形成する。本実施例では配向膜としてポリイミド膜を用いた。ま
た、対向基板８０２には、透明導電膜８０３と、配向膜８０４とを形成する。なお、対向
基板には必要に応じてカラーフィルターや遮蔽膜を形成しても良い。
【００５９】
次に、配向膜を形成した後、ラビング処理を施して液晶分子がある一定のプレチルト角を
持って配向するようにする。そして、画素部と、駆動回路が形成されたアクティブマトリ
クス基板と対向基板とを、公知のセル組み工程によってシール材やスペーサ（共に図示せ
ず）などを介して貼りあわせる。その後、両基板の間に液晶８０５を注入し、封止剤（図
示せず）によって完全に封止する。液晶には公知の液晶材料を用いれば良い。このように
して図８に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【００６０】
次に、このアクティブマトリクス型液晶表示装置の構成を、図９の斜視図を用いて説明す
る。尚、図９は、図５～図８の断面構造図と対応付けるため、共通の符号を用いている。
アクティブマトリクス基板は、ガラス基板５００上に形成された、画素部８０６と、ゲー
ト信号駆動回路８０７と、画像（ソース）信号駆動回路８０８で構成される。画素ＴＦＴ
領域８１３はｎチャネル型ＴＦＴであり、周辺に設けられる駆動回路はＣＭＯＳ回路を基
本として構成されている。ゲート信号駆動回路８０７と、画像信号駆動回路８０８はそれ
ぞれゲート配線５１１とソース配線５２１で画素部８０６に接続されている。また、ＦＰ
Ｃ８０９が接続された外部入出力端子８１０から駆動回路の入出力端子までの接続配線８
１１、８１２が設けられている。
【００６１】
［実施参考例３］
本実施参考例では、実施例１とは異なる構造で画素ＴＦＴを作製する場合について、図１
０を用いて説明する。なお、実施例１とは途中の工程が異なるだけでその他は同様である
ので、同じ工程については同一の符号を用いることにする。
【００６２】
ます実施例１の工程に従って、絶縁膜５０４までを形成する。そして、絶縁膜５０４をエ
ッチング開孔し、第一容量配線５０１に接続されるスルーホール（開孔部）１００１を形
成する（図１０（Ａ））。
【００６３】
次に、絶縁膜５０４の上に２０～１００ｎｍの厚さの、非晶質半導体膜（本実施参考例で
は非晶質珪素膜（アモルファスシリコン膜））５０５を公知の成膜法で形成する（図１０
（Ｂ））。なお、非晶質半導体膜としては、非晶質珪素膜以外にも、非晶質珪素ゲルマニ
ウム膜などの非晶質の化合物半導体膜を用いることもできる。
【００６４】
本実施参考例では、第一容量配線５０１に接続される配線を結晶質珪素で形成することを
特徴としている。実施例１では、ソース領域およびドレイン領域に到達するスルーホール
形成時に、第一容量配線５０１に到達するスルーホールを同時に形成しなければならない
が、本実施参考例ではこれを分けて行うことによりエッチングプロセスをより容易なもの
とすることができる。
【００６５】
この後は、実施例１の工程に従って図５（Ｄ）以降の工程に従えばよい。また、本実施参
考例の構成を実施例２のアクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する際に実施できる
。
【００６６】
［実施参考例４］
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本実施参考例では、本参考発明を用いて発光装置としてＥＬ（エレクトロルミネセンス）
表示装置を作製した例について説明する。発光装置とは、電場を加えることで発生するル
ミネッセンスが得られる有機化合物を含む層（発光素子）を光源とする装置である。有機
化合物における発光素子には、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と三
重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）がある。なお、図１１は本参考発明
のＥＬ表示装置の上面図であり、図１２はその断面図である。
【００６７】
図１１、１２において、４００１は基板、４００２は画素部、４００３はソース側駆動回
路、４００４はゲート側駆動回路であり、それぞれの駆動回路は配線４００５を経てＦＰ
Ｃ（フレキシブルプリントサーキット）４００６に至り、外部機器へと接続される。
【００６８】
このとき、画素部４００２、ソース側駆動回路４００３及びゲート側駆動回路４００４を
囲むようにして第１シール材４１０１、カバー材４１０２、充填材４１０３及び第２シー
ル材４１０４が設けられている。
【００６９】
また、図１２は、図１１をＢ－Ｂ’で切断した断面図に相当し、基板４００１の上にソー
ス側駆動回路４００３に含まれる駆動ＴＦＴ（但し、ここではｎチャネル型ＴＦＴとｐチ
ャネル型ＴＦＴを図示している。）４２０１及び画素部４００２に含まれる画素ＴＦＴ（
但し、ここではＥＬ素子への電流を制御するＴＦＴを図示している。）４２０２が形成さ
れている。
【００７０】
本実施参考例では、本参考発明の容量素子構造を用いて画素ＴＦＴ４２０２が作製される
。すなわち、画素ＴＦＴ４２０２には図７（Ｄ）の画素部と同じ構造のＴＦＴが用いられ
る。
【００７１】
駆動ＴＦＴ４２０１及び画素ＴＦＴ４２０２の上には樹脂材料でなる層間絶縁膜（平坦化
膜）４３０１が形成され、その上に画素ＴＦＴ４２０２のドレインと電気的に接続する画
素電極（陽極）４３０２が形成される。画素電極４３０２としては仕事関数の大きい透明
導電膜が用いられる。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物または
酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができる。
【００７２】
そして、画素電極４３０２の上には絶縁膜４３０３が形成され、絶縁膜４３０３は画素電
極４３０２の上に開口部が形成されている。この開口部において、画素電極４３０２の上
にはＥＬ層４３０４が形成される。ＥＬ層４３０４は公知の有機ＥＬ材料または無機ＥＬ
材料を用いることができる。また、有機ＥＬ材料には低分子系（モノマー系）材料と高分
子系（ポリマー系）材料があるがどちらを用いても良い。
【００７３】
ＥＬ層４３０４の形成方法は公知の技術を用いれば良い。また、ＥＬ層の構造は正孔注入
層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層または電子注入層を自由に組み合わせて積層構造ま
たは単層構造とすれば良い。
【００７４】
ＥＬ層４３０４の上には遮光性を有する導電膜（代表的にはアルミニウム、銅もしくは銀
を主成分とする導電膜またはそれらと他の導電膜との積層膜）からなる陰極４３０５が形
成される。また、陰極４３０５とＥＬ層４３０４の界面に存在する水分や酸素は極力排除
しておくことが望ましい。従って、真空中で両者を連続成膜するか、ＥＬ層４３０４を窒
素または希ガス雰囲気で形成し、酸素や水分に触れさせないまま陰極４３０５を形成する
といった工夫が必要である。本実施参考例ではマルチチャンバー方式（クラスターツール
方式）の成膜装置を用いることで上述のような成膜を可能とする。
【００７５】
そして陰極４３０５は４３０６で示される領域において配線４００５に電気的に接続され
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る。配線４００５は陰極４３０５に所定の電圧を与えるための配線であり、導電性材料４
３０７を介してＦＰＣ４００６に電気的に接続される。
【００７６】
以上のようにして、画素電極（陽極）４３０２、ＥＬ層４３０４及び陰極４３０５からな
るＥＬ素子が形成される。このＥＬ素子は、第１シール材４１０１及び第１シール材４１
０１によって基板４００１に貼り合わされたカバー材４１０２で囲まれ、充填材４１０３
により封入されている。
【００７７】
カバー材４１０２としては、ガラス板、金属板（代表的にはステンレス板）、セラミック
ス板、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板、
ＰＶＦ（ポリビニルフルオライド）フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルム
またはアクリルフィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルをＰＶＦフィ
ルムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。
【００７８】
但し、ＥＬ素子からの光の放射方向がカバー材側に向かう場合にはカバー材は透明でなけ
ればならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィルムまたは
アクリルフィルムのような透明物質を用いる。
【００７９】
また、充填材４１０３としては紫外線硬化樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、Ｐ
ＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂
、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶＡ（エチレンビニルアセテート）を用いるこ
とができる。この充填材４１０３の内部に吸湿性物質（好ましくは酸化バリウム）を設け
ておくとＥＬ素子の劣化を抑制できる。
【００８０】
また、充填材４１０３の中にスペーサを含有させてもよい。このとき、スペーサを酸化バ
リウムで形成すればスペーサ自体に吸湿性をもたせることが可能である。また、スペーサ
を設けた場合、スペーサからの圧力を緩和するバッファ層として陽極４３０５上に樹脂膜
を設けることも有効である。
【００８１】
また、配線４００５は導電性材料４３０５を介してＦＰＣ４００６に電気的に接続される
。配線４００５は画素部４００２、ソース側駆動回路４００３及びゲート側駆動回路４０
０４に送られる信号をＦＰＣ４００６に伝え、ＦＰＣ４００６により外部機器と電気的に
接続される。
【００８２】
また、本実施参考例では第１シール材４１０１の露呈部及びＦＰＣ４００６の一部を覆う
ように第２シール材４１０４を設け、ＥＬ素子を徹底的に外気から遮断する構造となって
いる。こうして図１２の断面構造を有するＥＬ表示装置となる。なお、本実施参考例のＥ
Ｌ表示装置は実施例１の構成と組み合わせて作製しても構わない。
【００８３】
［実施例５］
本実施例では、実施例１とは異なる構造で画素ＴＦＴを作製する場合について、図１３を
用いて説明する。なお、実施例１とは途中の工程が異なるだけでその他は同様であるので
、同じ工程については同一の符号を用いることにする。
【００８４】
ます実施例１の工程に従って、第二容量配線５０３までを形成する（図１３（Ａ））。そ
して、第二容量配線５０３上に第二誘電体１３０１を形成し、第一容量配線５０１に到達
するスルーホール（開孔部）１３０２を形成する（図１３（Ｂ））。なお、本実施例では
、第二誘電体１３０１として１００～２００ｎｍの厚さの窒化酸化珪素膜を用いる。
【００８５】
次に、第二誘電体１３０１上に第三容量配線１３０３を形成する。これにより、第三容量
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配線１３０３は第一容量配線５０１と電気的に接続される。また、本実施例では第三容量
配線１３０３として、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タング
ステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、シリコン（Ｓｉ）から選ばれた元素、または前記元素を
組み合わせた合金膜（代表的にはＭｏ－Ｗ合金、Ｍｏ－Ｔａ合金）を用いることができる
（図１３（Ｃ））。
【００８６】
この後は、実施例１の工程に従って図５（Ｄ）以降の工程に従えばよい。ただし、本実施
例では、ドレイン配線５２２は第二容量配線５０３と接続される。
【００８７】
本実施例では、画素ＴＦＴ領域５２７と基板５００との間に電気的に並列な２つの保持容
量を形成している（図１３（Ｅ））。一つ目は、第一誘電体５０２と、前記第一誘電体５
０２をはさむ第一容量配線５０１および第二容量配線５０３とからなる第一保持容量であ
り、二つ目は、第二誘電体１３０１と、前記第二誘電体１３０１をはさむ第二容量配線５
０３および第三容量配線１３０３とからなる第二保持容量である。すなわち、画素ＴＦＴ
と接続される第二容量配線５０３は、第一保持容量と第二保持容量における共通の配線と
なっている。
【００８８】
このように、２つ以上の保持容量を電気的に並列に配置することにより、より大きい保持
容量を得られる。このため、高精細化が進み１画素あたりの面積が縮小しても、開口率を
損ねることなく十分な保持容量を得ることができる。なお、本実施例の構成を実施例２の
アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する際にも実施できる。
【００８９】
［実施参考例６］
本参考発明の電子装置は電気器具の表示部として用いることができる。そのような電気器
具としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、プロジェクションＴＶ、
ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音
響再生装置、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコ
ンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生
装置などが挙げられる。それら電気器具の具体例を図１４に示す。
【００９０】
図１４（Ａ）は携帯電話であり、本体２００１、音声出力部２００２、音声入力部２００
３、表示部２００４、操作スイッチ２００５、アンテナ２００６で構成される。本参考発
明の電子装置は表示部２００４に用いることができる。
【００９１】
図１４（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０
３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６で構成される。本参考
発明の電子装置は表示部２１０２に用いることができる。
【００９２】
図１４（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５で構成され
る。本参考発明の電子装置は表示部２２０５に用いることができる。
【００９３】
図１４（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アーム
部２３０３で構成される。本参考発明の電子装置は表示部２３０２に用いることができる
。
【００９４】
図１４（Ｅ）はリアプロジェクター（プロジェクションＴＶ）であり、本体２４０１、光
源２４０２、液晶表示装置２４０３、偏光ビームスプリッタ２４０４、リフレクター２４
０５、２４０６、スクリーン２４０７で構成される。本参考発明は液晶表示装置２４０３
に用いることができる。
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【００９５】
図１４（Ｆ）はフロントプロジェクターであり、本体２５０１、光源２５０２、液晶表示
装置２５０３、光学系２５０４、スクリーン２５０５で構成される。本参考発明は液晶表
示装置２５０３に用いることができる。
【００９６】
以上の様に、本参考発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電気器具に適用するこ
とが可能である。また、本実施参考例の電気器具は実施例１、２、５及び実施参考例３、
４、６のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。
【００９７】
【発明の効果】
本発明を用いた保持容量を有するアクティブマトリクス型表示装置を作製すれば、１画素
の面積が縮小しても十分な保持容量の確保が可能であるため、表示品位を向上できるだけ
でなく前記表示装置を高精細化することができる。
【００９８】
さらに本発明を用いた液晶表示装置をはじめとする表示装置の保持特性を向上すると共に
信頼性を向上できる。また同時に、本発明を用いた電子装置を作製することによって、前
記電子装置を表示部として用いた電気器具の品質および信頼性をも向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　液晶表示装置の１画素の等価回路を示す図。
【図２】　従来の保持容量構造を示す断面図。
【図３】　本発明における保持容量の構造を示す図。
【図４】　本発明における保持容量の構造を示す図。
【図５】　実施例１の画素部の作製工程を示す図。
【図６】　実施例１の画素部の作製工程を示す図。
【図７】　実施例１の画素部の作製工程を示す図。
【図８】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図９】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の斜視図。
【図１０】　実施例３の画素部の作製工程を示す図。
【図１１】　アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の構成を示す図。
【図１２】　アクティブマトリクス型ＥＬ表示装置の構成を示す図。
【図１３】　実施例５の画素部の作製工程を示す図。
【図１４】　電気器具の一例を示す図。
【図１５】　画素部の上面図。
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